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Ｆｅｂｍ鑓γ，

　

２００２

カ ロ シュ ブィ ー 文 書 Ｎｏ．７１４につ い て

山

　

本

　

光 朗

北海道教育大学旭川校史学研究室

はじめに

　

カ ロ シュテ ィ ー文書ＮＱ７１４は， Ｍ．Ａｓｔｅｉｎ氏らが第３回目の中央アジア調査で発見したカロシュティー文

書の中の一枚で，１９１３年１２月１７日に氏が再度訪れたＮｉｙａ遺跡群の中央部より少し南に位置するＮ‐皿 建物

祉第ｘ室から発見したものと報じられている｛１｝． Ｎ．皿 建物紐は氏が 『をｍｅｎ （街門，
‘役所’ の意）” と推

定された建物の跡で， その推定が妥当なものであることは， 以下の記述によって判明するであろう．

本文書は， 元々は長方形の上板と下板からなる二枚組文書ＲｅｃｔａＩｎ郡ーａｒｄｏｕｂｌｅｔａｂｌｅｔであったものであ

るが， 上板 Ｃｏｖｅｒａｏｇｔａｂｌｅｔは失われており， 下板 Ｕｎｄｅｒｔａｂｌｅｔのみが発見されている惚）
． この型式の文

書には， 私がかつて 「証票， 証書」 と名付けた売買契約が記された文書もあるが◎， 本文書の場合は， この

型式を使って， 部善国の 「官吏」 が別の 「官吏」 に宛てた言わば公文が記されている．

　

Ｓｔｅｉｎ氏が付した遺物番号は Ｎ‐皿‐ｘ‐５で輯
， その後， 本文書は Ｅ．Ｊ．ＲａｐｓｏｎとＰ．Ｓ．Ｎｏｂｌｅ両氏により

解読し注が付けられ， 冗れαｍｓ乾ｉＺ郡”幼“鯛ｓｄお飾り８陀α の Ｓお Ａ“陀ＺＳ彰初 ｆれ Ｃ溺れｇｓ８ Ｔ棚虎鐙加れ，（以

下 にれ．ヱ と略記する） 皿，ｏｘｇｏｒｄ，１９２９に， ＮＱ１６５の番号を付され収録された｛５｝．

　

小稿が本文書を扱う理由は， 本文書の内容には， 古代内陸アジアの都善国の王権を若干ではあるが考えさ

せる点があること， 都善国内の村落での牧畜と手工業の存在を具体的に推定できる点， そして徴税のシステ

ムの一部を伺い得ること等の諸点が認められるからである． 以下， カロシュティー文書ＮＱ７１４の内容をまず

紹介し， その後に， これら都善国社会の若干の諸特質について明らかにしようと思う．

１． ＮＱ７１４文書の訳読

本文書は， 大きさが７÷″ｘ 噌″と報じられているの で１９伽ｘ７伽程の大きさの木製文書で， 写真図版

はＳｔｅｍ 氏の 蹴れ８鰯吃ｏｓｆＡ綿αのＰＩ．ＸＷ に収録されている． 全文は以下のよう，なものである．

（１） ｃｏｚｂｏｔａｋ主ａ

　　　

ｏａｓｕ ｏｐｇｅｙａｔｇａｃａ旦ａ ｃａ ａｒｏ淳 Ｐｒｅｓｅｙａｔｉ，
ｂａｈｕ ａｐｒａｉｍｅｙｏ‐

　　　　　　

ｔｅｎａ

　　

主簿（ｃｏｚｂｏ‘７１）のタクラが， ワス（ｏａｓｕ‘８｝）のオプゲーヤとトガチャとに健康を送る， 無限に多く‐

　　　　　　　　

貴方

手ａｄｏｓ≠Ｐｄｙｏｔｕ旦ａ ａｒｏｇｅｔｕ－

が健康であることにより私は喜ぶ．
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（２｝

　

ｅｖａーｍ ｃａｌｎｌａｌｐｄ，呈ａ ｃａ ａｌｌｕｎｏ ｅｓａ ｔｓｕｇｅｔａ ａｔｒａ ｄ旦ａｊｉｄｅｍｉ，ａｊｉｙａ］ｍａ ａｖｚｕｌａｍｍｉｐａｌ角

　　

私はこのように書く， すなわち今， アジヤマ村 （ａｏｚｍＬ〆８｝） の税の義務に関して， このツゲータ

ｄｌｌａ伍ａ旦ａ ｐｒａｃｅｙａ． ｙａｊｂ亘ａｄｅｈｉｐｕｌ「ｎｇａ

　　

を送った．

　　　　　

そこから以前，

｛３｝

　

勾ｉｙａ皿ａａもａｎａ中平ｄｐａｌ童 ｃ平ｔｉｄａｇａ ｇ無ｉｄａ ｐａｓａｖａ ｋｏｓａｖａ ａｒｎａｖａｊｉｔｈａｖａｓｔａｅｒａｊｉ

　　

アジヤマ村での税が査定されたならば， 蘇油・羊 （ｐａきｕ‐）・陽舗 （ｋｏゑａｖａ）・敷物？ （ａｍａｖａｊｉ）・級越 （ｔｈａｖａｓｔａｅ）・

毛織りの布？（ｒａｊｉ，ｓａ掌？鵬｝

・ｎａ刀口１１Ｑａｔａｅ

フェルト （ｎａｌｚＥｍａｔａｅ）．

ｃｉｍ虚童ａｍｍａｍｔａｎａａ平巨ａ ｍａｋａ ｏｇｚｍａ

月光のような毛布？ （ｃａｍαｄｋａｍｍｚｕｎｔ Ｐ）， 他にトウモロコシ （ｍａｋ
′
ａ）・ｏｇをｍａ？随・

（４） ｃｒｏｍａ ａ叩頭ａ ｓｕ ａ，ｅｋａｍａ平ｔａ ｙａ中 ｃａ

　

刺繍ａｐａｌ角 １ａｒｖａ ｓｐｌｕｒａ ａｇｅｔａｌ角ｐｅｙａｔｓｕｇｅｔａ旦ａ ｃａ

　　

獣皮？ （ｃｒｏ匝ａ）， 他に糸 （ｓｕ（鎗）， 別に他の税である物全てが， 完全に（Ｓｐｍａ仰）アゲータ（ａｇｅｔａ鱗） のリィペーヤと

　

ツゲータとの

ｈａｓｔａ回顧 ｃａｖａｌａｉｓａ ｖｉ量ａｊｉｄａｖｏ．

　　

ａｖｌ

手で急ぎここに送られるべきである．

　　　　　

また

（５） もｅｇａｋ訂血ｅｓｂｒｉｙ瀧口ａｐａｌｓラｉｓもｕ工ａ ｐｒｕ曲直ｄａｖｏ‐ａｖ．ｖａーｉｒｓａｖａｓａｌ聾唖 ｔｕｍＱａｈｏｂａｈｄｒａｊｙａｄｅ ｒａ‐

　　

寡婦 （もｅｇａα９） のキ ルメ ー （蜘Ｌｍｅｇｏ） の女達の税 は完全 に調査されるべきである． ま た雨期に （ｖａｒｓを

ｖａｓａ皿ｍｉ）， 貴方等は （その） 王国から

ｊａｒａｊａｄｅ もａｓｗｕｌａ ａｇｅｔａｎａ ｙａｔｍａｌｌａ

国中から？ （ｒａｊ叙ａｊａｄｅ）， ワス達， アゲータ達， ヤトマ （ｙａｔｍメリ） 達は，

（６） ｉｓａｃａｔｕｕ比ｈａ ｍａｓａ亭Ｐｄａｇａ平ｄａｖｏ．ｐｉ証鏡 証ｌａ頭ａ呈ａ ｐｒｉｃｈａ ｈｏｔｉ．ｙｏ ａｓ板 ｐａｌ角 ｋｉ＝Ｆｅ錠
，ｙｏ ｎａ

ここに４月に来るべきである． 税の義務の調査がある． 有る者は税を納め， 無い

‐ｓｔｉｄｍｒａ ｎｉａｋｈａｌｉｄａｖｏ．印画ｔｔｌｓａ

者は遠くに逐われるべきである‐ また貴方は

（７） ａ

　

１・ｕｓａ平ｖａｔｓｚ辻ａｐａｌ角 Ｓｅ挙 毅建ｅｔｕ‐ｐｔｍａ ａｌｌｏｎｏｂｈｕｙａｐａｌ気 ｏｍａｇａ ｖｉ呈ａｊｉ９ｙａｔ札 ａｖａｓａ ｔａα１ｕ

毎年毎年， 税を残している‐

　

再び今， 税の不足分を貴方は送るだろう． 必ず自身の

２８
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ｇｏｔｈａｄｅ ｐｕｎａ 町デｏ￥ｉｓａｔｕ‐

農場から再び義務を果たすだろう‐

（８） ｙａｈｉｐｕいれｇａ ｐｒｅ争ｉｙをｕｌａ ｐａでｅｖそ建ａ ｅｍｅｖａｔｓｕｇｅｔａｓａ ｎｉｄａｖｏ‐ｔｕ旦ａ ｔａぽｌｕ ｇｏｔｈｄｅｐａｌ外 ｓａ平ｖａｔ－

　　

以前， 使者達の （ｐｒｅ９ｉｙａｎａ） 糧食 （ｐａａｅｖａｒａ
鵬） であったものは， その通りにツゲータに運ばれるべきである． 貴方

は自身の農場からの税を

ｓそばａｓａｍｖａｔｓａｑｄ ａｔｒｅ▽ａ ａｃｈｉ＊ｄｄｅｔｕ．

　

年々まさにそこで奪ったのである‐

以上が本文書の全文である．

２． ＮＱ７１４ 文書の送り手について

　

本文書は一読すれば明らかなように， 主簿のタクラ （Ｔａｋｒａ） なる者が， アジヤマ （勾ｉｙａｍａ） 村を管轄

していたワス （もａｓｕ） のオプゲーヤ （ｏｐｇｅｙａ） とトガチャ （Ｔｇａｃａ） とに対して， 同村の税物等の送致を

指示した文書であって， この指示書をオプゲーヤ等の許にもたらした者は， 文書第２， ８行目に出ているツ

ゲータ （Ｔｓｕｇｅｔａ） であろう． ワス （もａｓｕ） なる宮称号は， 今のところ都善国のカロシュティー文書を見る

限り， 民からの徴税あるいは訴訟を司った， 言わば民政に関わる 「官」 であったことが分かっている伽
．

　

本文書の受け取り手であるオプゲーヤとトガチャ両人の在任の地は， 通常は本文書の発見地である， ニヤ

遺跡群中のＮ‐皿 建物批と考えられるが， 一方， 送り手である主簿タクラの在任の地， すなわち本文書をツ

ゲータに託して送付してきた場所は， 都善国内のいかなる場所からであろうか． この点を， 以下でまず考え

てみたい．

　

この点については， 別のカロシュティー文書Ｎｏ．３１８とＮＱ１６５記述が参考になる．

　

まずＮＱ３１８文書は， ニヤ遺跡群の中央よりやや北の Ｎ．Ｖ建物紐より発見されたものであるが， Ｋれ．Ｚ

　

Ｉに

拠るとＥＰ， この文書には次のような記述がある‐

ｓａｍｖａｔｓａｒｅ４４１ ｍａｈａｎｕａｖａ ｎＱａｈａｒａｙａｊｉｔｕｇｈａ もａｓ］ｏｑａｎａ ｄｅｖａＰｕＬｔｒａ旦ａ ｍａ旦ｅ３ｄ丘ｖａ‐

大威力・大王・侍中のワシュマナ （もａｓｍａｎａ） 天子の９年３月

ｓｅｌ０４４１ｉｓａ ｋｈｋｓｍｌａ中ｍｌ‐ｏーｍａｌｌａ ａｓｌｕｒａｇａ ｐｉｔｅｙａ ｒｏｈａｎａｉａｙを

１９日， この時において．

　

オーグ達たるアスガラ， ビテーヤ， ローハナ， ジャヤシャ，

ｓａ ｓａ平ｇｋｏｙａ ｋｉ靴ｉｓａｉ面ａｌｄａ望 ｃｏｚｂｏｔａｂａｃａ均Ｐ歳ｗｒａｐｕｍａｄｚｍａｃｏｚｂｏ

シャンコーヤ， キルティシャルマ， ルダサと， 主簿のタクラ， チャンクラのブルナダナ， 主簿の

ｍｉｔｒａｐａｌａ呈ａ ｃａ ｓｎｌｔａー中位‐

ミトラパラとが， 聴取した‐

２９
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この文書は全体としては， サンギラ （Ｓａ判事ｌａ） なる者の奴隷カチャノー （Ｋａｃａｎｏ） が起こした窃盗事

件の解決の次第を確認した文書であるが， ここにこの事件を聴取した官人の一人として主簿タクラの名が出

ている． ここで注意すべきは， 同じく事件を聴取した宮人の中に， オーグ （ｏき型） のキルティ シャルマ

（ｋｉｌｌｉｓａ面ａ） の名が出ていることである． というのは， 私が前稿で ＮＱ１６５文書を検討した際， 明らかにし

たように鑓
， このオーグのキルティシャルマなる人物は当時， 王門 （ｒａｙａｄｖａｒａ） すなわち首都の宮廷にい

て王の命令文書に関与していた人物だからである．

　

このＮＱ１６５文書は， ニヤ遺跡群中央部よりやや東寄りのＮ．１ 建物壇から発見された文書で， オーグのキ

ルティシャルマが， 主簿のクラナヤ （Ｋｒａｎａｙａ） とショータンガ （ｓｏｔｈａ中ｇｈａ） のリィペーヤ （１童ｐｅｙａ）

とに宛てて， 主としてベータ （Ｐｅｔａ） 村の税物の送付を指示する内容が記されている． この点では， 対象

となっている村が異なってはいるが， 小稿が主として扱っているＮＱ７１４文書の内容に近いものがある． いず

れにしても， その中に次のような記述がある㈱
．

ｔａ屋ａｕｔａ Ｐｒａｃｅｙａ ｒａｙａｓａｋｈ鰯ｉｌｉｈｉｄａ亭ａ ｂｉｄａｇａ，ｌ

　

ｉ▽ｉｓｔａｒａｑ－≠ｄ ａｎａｔｉｌｅｋｈａ ａｔｒａ ｇａｄａ．

かの者のラクダに関しては王 （によって） 証人の文書が作られ， 詳細なる命令文書がそこに行きました．

　

ここで 「かの者のラクダ」 とあるのは， ビマセーナなる者が 「王からの義務で」 税物と見られる糧穀をラ

クダで運んでいて， 途中ラク ダが廃れるという事件が起きたらしく， そのことを指していると思われる帥
．

ここで問題となるのは， 王によってこの事件に関する 「証人の文書」 が作られ， 王の命令文書が発送された

ことを，ＮＱ１６５文書の差出人たるオーグのキルティシャルマが知りうる立場にあったことである．

　

私は前稿でこの文言を引用し， 「オーグ （ｏき国） なるｔｉｔｌｅは， 四１ｏｍａｓ・Ｂｔｕｎｏｗ 両氏がかつて指摘された

ように極めて有力な， 或いは最も高位の宮称号であった可能性は極めて高い． …このことはオーグのキルティ

シャルマ本人が， 首都の「王門」 に居て王命文書の作成に何らかの形で関与していたことを明確に示すもの

である． …本文書のキルティシャルマは， 本文書にその名が出るショータンガのりイ ペー （ヤ） がマヒリ王

２０年から次王ヴァシュマナの７年にかけてその存在を確認されているので， 或いは次王であるヴァシュマナ

王時代のオーグであった可能性もある． またその名はｋｉｌｌｉｓａ頭ａ＝Ｓｋｔ．ｋｉｒｔｉｓａｒｍを で Ｓｋｔ‐ でその名を

解せるので， インド系文化を担った人物と考えて良い」 と書いたが囚， このことと先に引用したＮＱ３１８文書

の記述を考え併せると， オーグのキルティシャルマは， 都善王ヴァシュマナ （＝ワシュマナ） 治世に王門に

いた複数のオーグの中の一人で， 王の命令文書にも関与し得る高官であったことはほぼ間違いない．

　

このように考えると， 先のＮＱ３１８文書は発見地がニヤ遺跡群中の Ｎ‐Ｖ 建物靴であったにも拘わらず， そ

こに記されている窃盗事件の聴取は都善国の首都たる王門で行われ， 聴取したオーグ・主簿等の宮人は， 言

わば王門在任の 「官僚」 であったことが分かる． 問題の主簿タクラが， 王門に勤務した主簿であったことは

ほぼ間違いないであろう．

　

このようにしてＮＱ７１４文書は， 都善国の首都の王門 （ｒａｙａｄｖａｒａ）， すなわち宮廷に在任した主簿のタクラ

が， ニャ遺跡群中の Ｎ．ｍ 建物紙にいたワスのオプゲーヤ （ｏｐｇｅｙａ） 等に宛て， アジャマ村からの税物等

の輸送を指示した文書であることが分かるのであるが， このことは次のようなことを私に考えさせる． すな

わち， このＮＱ‐７１４文書が発見されたニヤ遺跡群中の Ｎ‐皿 建物批は， そして恐らくその附近に展開していた

と思われるアジャマ村は， 当時チャドータ或いはチャロータ （Ｃａｄｂｔａ） の名で呼ばれた行政区域に属した

が， これらの地域から， 東方の首都汗泥城 （その位置については， ロブノール西方のＬ‐Ａ‐遺跡， またはミー

ラン・チャルフリク附近とする２説がある御） までは， 直線距離にしても５００～６００ｋｍはあった筈である． 途

中， サチャ （Ｓａｃａ）・チャルマダナ （Ｃａｌｍａｄａｎａ） などの区域が介在しはするが， Ｎｏ．７１４文書で指示された，
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そしてＮＱ１６５文書など同種の例が少なからず認められる， このようなラクダに依った税物の輸送は， きわめ

て長距離に及ぶものとなったことが分かる． この地域もその一部であった， 所謂シルク・ロードは， 基本的

にはこうした言わば日常的な輸送・交通によって支えられていたものと考えるべきであろう鋤
．

３． ＮＱ７１４文書の内容について

本文書はまず冒頭において，

　

主簿のタクラが， ワス （もａｓｕ） のオプゲーヤとトガチャとに健康を送る， 無限に多く‐ あなたが健康であることによ

り私は喜ぶ．

と記す． この点は前稿でも触れたことであるが囲
， この国の人々が， こうした 「公文書」 の冒頭で， 相手の

健康を気遣い， 或いは相手の健康を喜ぶ文言を用いたことは注意されねばならない‐ この種の文言は， この

手の文書において殆ど常に見いだされ， 一例を挙げれば， 本文書と同じ地点で発見されたＮＱ７１３文書の場合

は， その冒頭で次のような文言が記されている．

ｐｒｉｙａｄｅｖａｍａｎｕ亭ｙ槌ａｓａ平ｐ叫ｉｔａ旦ａｓｖａｔｈａ中ｇｈａｌ角ｐｅｙａ旦ａ

　

神々と人々に愛され， 尊敬された， シュヴァタンガのリィペーヤに，

ｃｏｚｂｏｔａゑ声ａｄｉ町７ａｓ舎

主簿のタギラが

ｎαａ ａ工。ｇｙａ ｐａ【ｐｒｕｃｈａｔｉ，ｐｕｎａ ｐｕｎｏ ｂａｈｕ ａｐｒａはーｅｇｏ．

　

神の如き体の健康を問います， 繰り返し無限に多く．

　

この文言は，ＮＱ７１４文書の文言に較べて全体として一層丁重さを感じさせるものであるが， 相手の健康を

気遣う精神は同じである． こうした精神がいかなる理由からこの国で生じたかは暫く措くとしても， この種

の 「公文書」 において， こうした表現はいつからか習慣化したものであろう． こうした言わば表現の定型化

は， この文書を使用した民族の歴史が， クシャン朝以来の長期の歴史を背景として持っていたことを改めて

強く予想させるものである．

　

なおこの種の 「公文書」 では， 多くは受け取り手の後に送り手の名が書かれるのであるが， 本文書はこの

型式を踏んでいない． 本文書が実質的には下行文書であってそれ故， 送り手の名を先に書いたと考えるべき

なのか， 分かりにくい点である．

本文書はこの後に， アジヤマ （句ｉｙａｍａ） 村から送致すべき税物等について具体的な指示をしている． 醜

油 （ｇ虚ｉｄａ）ｏ羊 （ｐａｓｕ‐）◎疑簾 （ｋｏきａｖａ）・敷物？ （ａｍａｖａｊｉ）ｏ級釜 （ｔｈａｖａｓｔａｅ）・衣服？ （ｒａｊｉ）ｏフ ェ

ルト （ｎａｍｍａｔａｅ）＠月光のような毛布？ （ｋａｍｍａｍｔａｎａ）ｏトウモロコシ （ｍａｋａ）ｏｏｇｚｕＩａ？・獣皮？

（ｃｒｏ面ａ）ｏ糸 （ｓｕｄｉａ） と言ったものであるが， これらのアジヤマ村の税物中には全く分からない物も若干

ある． 以下では， 少なくともその比定が比較的妥当と思われる物について， 若干の検討を加えてゆく．

　

１） 蘇油 （ｇ盤ｉｄａ）

　　

Ｓｋｔ‐ｇ１号ｔａ‐
‘
ｇｈｅｅ， ｃｌａｒ近ｅｄｂｕｔｔｅｒ囚に比定される物で， 私は 「蘇油」 と訳したが，「獣脂」 の訳

　

の方があるいはより分かりやすいかも知れない．
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２） 羊 （ｐａｓｕ‐）

　

ｐａｓｕが家畜一般というより， 具体的に 「羊」 を指す語であることについては， Ｈ．Ｌｕｄｅｒｓ，Ｚｗ

Ｇｅｓｃｈｉｃｈｔｅ ｄｅｓ ｏｓｔａｓｉａｔｉｓｃｈｅｎ Ｔｉｅｒｂｅｉｓｅｓ，ＳＰ呂Ｗ．，ｘｘｖ，１９３３，ｐｐ．９９８‐９９９，１００２の引用史料と解釈

が参考になる．

３）繊維製品等

①糧簾 （ｋｏもａｖａ）

　　

ｋｏｓａｖａの語はｋｏｊａｖａの形でも出てくる語であるが， Ｈ．Ｌｕｄｅｒｓ，Ｔｅｘｔａｉｅｎｉｍ 風ｔｅｎ 公卿ｋｉｓｔａｎ，

　

ＡＰ翼Ｗ，１９３６，ｐｐ‐３－５

　

は， Ｐ．ｋ明ａｖａとの対応を指摘し，
‘前ｂｅｒｏ叩ば （上にはおる物）’，

‘Ｄｅｃｋｅ

　

（おおうもの）’，
‘Ｔｅｐｐｉｃｈ （敷物， 級穣）’ の意と推定している． また都書国での土地売買の際に，

　

１５ムリ （ｍｕｕ， 価格の単位） の耕地に対して， 支払いとして１０ムリの価の雌牛と， ５ムリの ｋｏｊａｖａ

　

，が用いられた例 （ＮＱ３２７文書） を出され， 他のカロシュティー文書を見てもその価格が５～１０ムリ位

　

でかなり高価な物であったこと， またゴータンのそれが尊重されたこと， なども指摘している． 妥当

　

な見解と見てよい．

　　

なお私は， この◆ｋｏｓａｖａ或いはｋｏｊａｖａに関しては， 当時， 月氏・天竺・大秦・南海等の地方で作

　

られたと言う厩簾・厭難に当てるのが妥当ではないかと考えている． 釈玄応撰 『一切経音義』 巻二，

　

騒能の条に拠れば， 厩の音は渠倶反で， 簾は山千反である． ＆ａｒｇｌｅｎ氏の古代等の漢字音の再構成を

　

参考にしてこれらの音を推定すると御
， 麗の音はｇｌｕ， 簾の音はｓｉｗｏ，ｓｉｕ， ｓｉｗｏ，ｓｉｕなどの音が考

　

えられる． 私はｋｏｓａｖａをこの騒紙に比定する． なお 『康無字典』嗣の項が指摘するように， 簾の字

　

が難とも表記されたとするならば， 藤田豊八 「楊及び疑醍滋舞につきて」 が引用する鑓
，『太平御覧』

　

巻七〇八所引 『通俗文』 の 「織毛祷謂之騒難」 と言う説明が該当し， 毛織りの敷き布団のようなもの

　

であったことが分かる． また同氏が引用された勘，『太平御覧』 巻七〇八所引の三国呉・万震『南州異

　

物志』 の，

　

厩簾は， 羊毛をもって群獣の墨に雑え， これを為す‐ 鳥獣人物， 草木雲気あり‐ 饗鵡を作る‐ 遠く望み軒がり飛

ぶが若し（疑儀， 以羊毛雑群獣之墨， 為之． 鳥獣人物， 草木雲気． 作鵬鵡‐ 遠望軒若飛也）‐

　　

という記事によると， 当時南方では鳥獣人物， 草木雲気， 鴎鵡などを織り込んだ精巧な製品もあった

　　

ことが分かる．

　　　

厩簾は， 私が以前検討したように鱒， ８世紀以前の， 都善国もその一部であるタリム盆地地方では

　　

盛んに生産されていた毛織物製品で， 中国史料に拠れば高昌・亀弦 （Ｋｕｃｈｉ）・怯沙 （ｋａｓｈｇａｒ）・千

　　

問 （図ｈｏｔａｎ） などの地域でその生産が確認された物である．

　

②級談 （ｔｈａｖａｓｔａｅ， 既疑）

　　　

ｔｈａｖａｓｔａｅ 或 い はｔａｖａｓｔａｇａ （ｔａｖａｓｔａｇａ） につ い て は， 最 初 にＦ．Ｗ．ＴＩコｏｍａｓ氏 が ＮＰ‐のｔゑ先ａｎ

　　

（ｔｉｆｔａ）， Ｇｋ．ｔａｐさｓ等の語との対応を指摘し ‘
ｃａｒｐｅｔ

’ の 意 と さ れ （Ｂ．＆まｐｓｏｎ ａｎｄ ｐ．Ｓ‐Ｎｏｂｌｅ，

　　

Ｋれ．Ｚ
， 皿

， ０遁ｏｒｄ，
１９２９

，ｌｎｄｅｘ Ｖｅｒｂｏｎｕｎ のｔａｖａｓｔａｇａ‐の項を参照）， その後 Ｈ‐Ｌｕｄｅｒｓ氏が

　　

Ｔ

　　　

ＩＩ０ｍａｓ氏の解釈を妥当とし， カロシュティー文書に現れる用例を分析されたことで （Ｔｅｘｔｉ互ｅｎｉｍ

　　

風ｔｅｎ 瓜鯖ｋｉｓｔａｍ，ｐｐ．１２‐１３）， ほぼその解釈は定まったと言える． Ｔ，Ｂ１ｕｒＴｏｗ，Ｔ脳 Ｌαれ郡噂ｅｑｆ

　　

仇８ Ｘ脚ｍｓ枕ＩＤｏ錫ｍ伽お かｏｍ Ｃ崩れＢＳβ ７１“液郷加れ，Ｃａｍｏｂｒｉｄｇｅ，１９３７ （以下にた．Ｄ‐と略記する），

　　

ｐ‐９４，ｔａｖａｓｔａｇを も同様の見解である． 中期イラ ン語の Ｐｍｕ．にもｔａｐａｓｔ，ｔａｐａｓ幅ｋ ‘
ｃａごｐｅｔ

’ の

　　

語があるので （Ｈ．Ｗ．Ｂａｉｌｅｙ，
Ｄｚｃ≠あれα７ｙ け 此れｏ加れ Ｓｄ如

，
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｕｎｉ．Ｐｒｅｓｓ，

１９７９
，ｐ‐１４９

，
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ｔｈａｕｎを
‘
ｃｌｏｔｈ；ｓ辿’ の項参照）， この解釈は動かないと見てよい‐

　

上記Ｌｕｄｅｒｓ氏の指摘に拠れば， この国では， ｔｈａｖａｓｔａｅ又はｔａｖａｓｔａｇａは上記滋簾 （ｋＯＳａｖ と

同じくらい頻繁に現れる物で， 支払いの手段として用いられた． またカロシュティー文書の記述に拠

れば， 当時の部善国では， ４から１３ノ・スタ （ｈａｓｔａ， 腕から指先までの長さで， Ｌｔｉｄｅｒｓ氏は約５０ｍ

とする） の間の各種の長さ （２～６‐５ｍ） の物があったらしいことも指摘されている． 価格について

は， 上記のＢＵｕｒｒｏｗ氏が指摘されていて， １３ハスタのｔｈａｖａｓｔａｅ（ｔａｖａｓｔａｇａ） は， １スタテル金貨＝

１２ムリの価とする文書があり （Ｎｏｓ‐４３１，５７９）， この最長の級穣の場合は， 前引の ｋｏゑａｖａ（滋簾）

の価格と較べると若干高価と言えるかも知れない．

上記のｋｏきａｖａ，ｋｏｊａｖａが中国史料等の （厩紙） に該当すると考えられるのに対して， このｔｈａｖａｓｔａｅ

は， 既に藤田氏が検討された帥， 漢文史料に厩簾 （凝髭） の上質なものとして記されている 「鷺謎」

に該当するものと見られる． 藤田氏が引用されたように爾
， かつてＢ．Ｌａ面ｅｒ氏は疑謎の音を ★ｄａｐ‐

ｄ２血，ｔａｐ‐ｔａｎとし， ＮＰ．ｔａｆｔａ， Ｇｋ．ｔａｐｅｓ
‘
ｃａｒｐｅｔ

’ 等の語との対応を指摘されたが閲
， この点は上

に記したＴｈｏｍａｓの見解を妨悌させるものがあり， この点から見ても疑疑＝ｔｈａｖａｓｔａｅ（ｔａｖａｓｔａｇａ）

は妥当性が極めて高いと思う． 私は，ｔｈａｖａｓｔａｅ の訳語として級後を当て， 漢文史料に見える歴史

上の用語である厩謎を指すものとしておく．

　

なお藤田氏が引用された『北堂書砂』巻一三四・所引 『魂略』 には，

　

大秦国は， 羊毛・木皮をもって疑髭の属を作る‐ 五色・九色あり‐（大秦国， 以羊毛・木皮を作疑舜之属． 有

五色・九色‐）

　　　

という記事がある． 大秦国 （ローマ帝国東方領） で作られていたものには 「五色・九色」 のも

　　　

のがあったようで， この場合は極めて精巧な敷物であったと思われる．

⑧フエ ル ト （ｎａｍｍａｔａｅ）

　

ｎａｍｍａｔａｅ は， ｎａｍａｔａｇａ， ｎａｍａｔａ 等 の 形 で も 現 れる 語 で， Ｓｔｅｍ 氏 が Ｐｅｒｓｉａｎ‐Ｔ、立ｋｉ． ｎａｍａｄ

　

‘発ｌｔｒｕｇ に比定 し聞
， Ｋれ．Ｚ．，

ｍ
，

ｌｎｄｅｘ Ｖｅｒｂｏｍｍ がこれを承けっつ， ｎａｍａｔを の項でＰａｌｉ‐ｎａｍａ‐

　

ｔａｋａ
‘
ａ ｐｉｅｃｅｏｆｃｌｏｔｈ岡 との対応を示して以来， その語義の解釈はほぼ定まったと言ってよい． フェ

　

ルトのことであろう． なお中期イラン語のＰａ皿．にもｎａｍａｄ
‘免１ぜの語がある鵬

．

　

上記の諸形のうちｎａｍａｔａの語は， Ｌｕｄｅｒｓ氏も引用された櫛Ｍαた御ッ“ゆ砺鱒に 「琶 （醍）」 の漢訳

　

が載せられているものではＤ， この檀 （醍） に関しては， 私は以前タリム盆地地方での毛織物生産の盛

　

んさについて述べた折りに， この 「蔑」 についても言及したことがある鵬
． それに拠ると， ８世紀以

　

前のこの地方では， 高昌・烏替 （Ｋａｒをｓｈａｈ皮）・亀弦・怯沙・千問などほぼタリム盆地の全域で醸す

　

なわちフェルトの生産が行われ， 「檀衣」 などの語が記されていることから衣服にも用いられていた

　

こと， また 「細醍」 すなわち上質のフェルトが生産されていたことも分かっている飼
．

　

Ｌｕｄｅｒｓ氏は， Ｓｔｅｉｎ氏が， ２０世紀最初にゴータンの家内手工業の中でもフェルトの敷物が特別の

　

位置を占めていたこと， またラダークやカシュミールに輸出されていたこと等について言及されたこ

　

と卿を紹介し， 都善国のカロシュティー文書は， 古代でも， ゴータンのみならずクロライナ （広義に

　

は部善国） でも， フェルト生産が栄えたことを示していると言われた婚
． この点は， 上記の， 古代に

　

おけるタリム盆地全域でのフェルト生産の盛んさを考えあわせると， よりいっそう分かり易い筈であ

　

る－

　

氏はまた， カロシュティー文書に拠って， 当時都善国でｎａｍｍａｔａｅは， 価値においては相対的に
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かなり低いものであったが， 支払いの手段として， また村の税として納付すべき物でもあったことを

　

指摘され， さらにこの地域の出土遺物が立証しているように， 都善国ではフェルトは敷物としてのみ

　

ならず， 衣服としても利用されていた， と言っておられる燭
． このうち， 支払いの手段の例としては

　

Ｌｕｄｅｒｓ氏が掲げられたＮｏ．５７５文書の例が参考になる㈲
． すなわちリィペーヤ （Ｌ気ｐｅｙａ） なる者が奴

　

隷身分と思われる男を他人に売却した際に， ３歳のラク ダ， １ミリマ （国ｉｈｍａ僻） の穀物， ｋｏきａｖａ

　

（慶能） １， フェルト （ｎａｍａｔａ） １， そしてａｖａｌ速急（？） １などの対価を受け取っており， ここに

　

支払い手段の一つとしてフェルト （ｎａｍａｔａ） の名が出ている． またフェルトが村の税として納付す

　

べき物であった例は， 正に小稿が扱っているＮｏ．７１４文書がその例である． さらに都善国でフェルトが，

敷物として加工されるのみならず衣服としても使用されたことについては， 上述したタリム盆地地方

　

での 「檀衣」 のことが参考になろう．

　

以上のように見てみると， フェルト （ｎａｍｍａｔａｅ） は当時の都善国の村々において， 安価な日用品

　

として （或いは上質なそれとして） 家内生産で比較的広範に作られていた可能性が高い．

④その他

　　

敷物？ （ａｒｎａｖａｊｉ）， 毛織の布？ （ｒａｊｉ）， 獣皮？ （ｃｒｏ茄ａ）， 糸？ （ｓｕ蕉ａ）

　

ａ

　　

ｒｎａｖａｊｉの語をある種の 「敷物」 と見るのは， Ｌａｄｅｒｓ氏が，ＮＱ３８５文書の中で上記のｎａｍａｔａ（フ ェ

　

ルト） の語と並んで出てくるので，
“Ｄｅｃｋｅ（被うもの）；Ｔｅｐｐｉｃｈ（敷物， 級穣）“ と推定されたこと

　

に拠る欄
． また氏が引用されたＮＱ８３文書の例では鰻

， ８ハスタのａｒｎａｖａｊｉがラクダの賃貸料として支

払われていて， 級後 （ｔｈａｖａｓｔａｅ， 疑謎） の例を連想させるが， この語については今のところこれ以

上分からない．

　

ｒａｊｉに関しては， Ｌａｄｅｒｓ氏は， 本ＮＱ７１４文書でｔｈａｖａｓｔａｅ（級談） とｎａｍｍａｔａｅ（フェルト） との

間に記されているので， これらと同種のものと見て一種の敷物・級後， またはフェルトの可能性を示

唆された節
． また氏は， Ｆ．Ｗ．Ｔ１ｂｏｍａｓ氏がｒａｊｉと同語の可能性があるＮＱ４３２文書のｒａｄｉ（或いは

ｓａｄｉ） に関して，＝Ｐａｌｉｓａｔｉ（Ｓｋｔ．Ｓａｔｉ）
‘
ｇａｒｍｅｎｔ，ｃｌｏｔ亘

　

と解された点について団
， この言語では

　

３種のｓｉｂｉｌａｎｔを保持している筈だとして否定的な見解を出された． 私は， 本文書のｒａｊｉの字体は

ｓａｔｉ，ｓａ孟 と読む可能性が極めて高く， 最初のｒａと読まれた字は寧ろｓａと読むべきものではないか

　

と考えている． 確かにこの言語では３種のｓｉｂｉｌａｎｔを保持する傾向があるが， こうした点から，

四］ｏｍａｓ氏の説も捨てきれないものがある． ここでは暫く Ｓｋｔ．Ｓａｔｉ
‘
ｇａｒｍｅｎｔ，ｃｌｏｔ口

　

の語を考慮

　

した 「毛織りの布」 の訳を仮にしておく．

　

ｃｒｏ頭ａは ｃｕｒｏ頭ａ， ｃｉｒｏ缶ａ 等の 形 で も 出る 語 で ある が， Ｂｕ・Ｔｏｗ，
Ｋれ．Ｄ．，ｐ‐９０

，ｃｕｒｏ頭を で は，

ＮＱ‐２６４文書にｃｗｏ鰯ａ ｐａＳｕ ２と記され， ｐａｓｕが ‘羊’ の意なので，「羊又は山羊から得られる物，

チーズか」としているが，推測の域を出ぬものであろう‐ 今は暫く， 中期イラン語Ｐ敏弘．ごａｒｍ
‘
ｓｋ血，

ｈ

　

ｉｄｅ，ｌｅａｔｈｅｒ聞との対応を見て， 「獣皮」 の訳を仮に付す．

　

ｓｕｄａ に関しては， Ｋれ．Ｚ．，ｍ，ｌｎｄｅｘ Ｖｅｒｂｏｒｕｍ がｓｕｄｉａ（ｓｕｔｒａ）として項目を取っていて， Ｓｋｔ．

のｓａｔｒａ
‘糸’ と同語として扱っている鱒

． 事実， 私が以前検討したＮｏ．５８０文書御と， 揺れ．ＺＩＩに拠れ

ばＮＱ５９０文書には， 次のような類似の表現が認められる圃
．

ＮＱ５８０； ａ平五ａ ａｔｇａｓｕｑａ ｍ 面 ｇｉｑａａ］ｍｎａ ｍ道無ａｌ捌ｂｉｌｏ．

他に追加のｓｕｄａの価， １ミリマ１０キを受け取った．

ＮＱ５９０； ａｑ蛸ａｓｕｔｒａ ｍ山 淳熊４４‐

他に糸 （ｓｕｔｒａ） の価８を受け取った．
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ＮＱ５８０文書のそれは， サギマ （Ｓａｇｉｉｐａ） なる者が耕地を売却した際に， その対価として馬などを受

　

け取ったことを記した後に最後に記されている文言で， ＮＱ５９０文書の場合は， シャーンチャー

　

（Ｓａｍｃ（ａ）） なる者が女を売った際にその対価としてラクダ等を受け取ったことを記した後に， やは

　

り最後に記された言葉である． こうした最後の位置に何故に 「糸」 が出てくるのか， 理解に苦しむと

　

ころであるが， 今は暫くｓｕｄａの語を 「糸」 の意と解しておく． もし 「糸」 であれば， 羊毛から紡い

　

だものであろう．

４） トウモロコシ （ｍａ匡ａ）

　

ｍａｋｉａに関しては， Ｂｗｒｏｗ，瓦れ．Ｄ．，ｐ‐１１０が ｍａｌ絹－の項で， 税物として首都へ長距離輸送された点

を考慮に入れなければ， Ｔｏｃｈ‐， ｍａｌｋｅ
‘
ｍｉｌｋ

　

と関連する可能性が考えられると言うが， ＮＱ５０５文書で

はキ （ｋｌｕ） なる容量単位で計られた食糧の一種として現れている欝
． この語は， Ｓｋｔ．ｍａｒｋａｔａｋａ

‘
ａ

ｓｐｅｃｉｅｓ ｏｆｇｒａｉｎ
’
， Ｎｅｐａｌｉ ｍａｌにａｉ

‘
ｍ鑓Ｚｅ

’ 等に関連する語で， ｍａｉｚｅ（トウモロコシ） の語義では

ないかと思う節
．

　

以上，ＮＱ７１４文書でアジヤマ村から送致すべき税物として掲げられた物のうち，その比定が比較的妥

当性があると思われたものについて見てきたのであるが， これらの税物を見ると， トウモロコシと推定

されるｍａｌ魚等の農産物もあるにはあるが， 大半が 周…油（獣脂）」ｏ羊ｏ繊維製品 （騒簾・減租 （霧疑）・

敷物・毛織の布ｏ糸）・獣皮と言った牧畜に関わる物であって， 都善国のチャドータ （チャロータ） 地

方アジヤマ村の場合， その生産構造が強く牧畜に依存していたことが推定される． そして以上の品目が

税物であったことは， 都善王治下のチャドータ （チャロータ） 地方アジヤマ村では， 牧畜から派生した

家内生産の一定の展開の可能性を強く指示するものである．

４． 小結

　

以上私は， ＮＱ７１４カロシュティー文書の検討を通して， この文書を作成した主簿のタクラなる人物が， 本

文書が発見されたニヤ遺跡群中のＮ‐皿 建物壇から， 東方に直線距離にして５００～６００ｋｍ離れた首都の王門

（宮廷） に勤務していた人物で， 同地からニヤ遺跡群の当時の名チャドータ （チャロータ） 地方の， Ｎ‐皿

建物壇に居て， アジヤマ（馬ｉｙａｍａ）村の税務を管轄していたワス（もａｓｕ）のオプゲーヤ（ｏｐｇｅｙａ） とトガ

チャ （Ｔｇａｃａ）とに宛て， 首都への税物の輸送等に関して指示を出した文書であったこと， また本文書に記

された税物の種類を見ると， チャドータ （チャロータ） 地方の一村落であるアジヤマ村の場合， その生産構

造が強く牧畜に依存しており， 牧畜から派生した家内生産の存在が推定されること， などについて述べてき

た．

前者の， 首都の王門 （宮廷） に本文書の差出人の主簿タクラがいたことについては， ここで若干の補足を

しておく必要がある． 私は以前ＮＱ３９９文書を検討した際， 首都の王門 （宮廷） にオーグ（ｏｇｍ） のチンナファ

ラ （ＣＰ！｝Ｐａｐｂ虹ａ） と主簿のチニヤシャ （Ｃｉｍｙａｓａ） がいて王命文書の作成に関わっていたことを指摘し，

またＮｏ．１６５文書ではオーグのキルティ シャルマ （ｋｉｌｌｉｓａ面ａ） なる人物が， 首都の王門で王命文書の作成に

何らかの形で関与していたことを指摘した鱒． 今回小稿が扱ったＮＱ７１４文書の場合は， 主簿タクラだけでオー

グは顔を出さないが， こうした点を考慮に入れると， 都善王の王門たる宮廷には少なくともこうしたオーグ

や主簿が複数いて， オーグが言わば大臣格として王を補佐し， その下で複数の主簿が庶務を分掌していたの

ではないかと推定されるのである． 主簿に関しては， 榎一雄氏が 「行政ｏ司法・財政のあらゆる部門に関係

している」 とかなり抽象的に説明されていて， また氏が指摘されたように都善国の地方政治に従事する主簿
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山

　

本

　

光

　

朗

もいたことも分かっているが御
， 一方でマハラヤ （ｍａｈ叙ａｙａ，

‘大王’） たる都善王の王門で具体的に税務

等の庶務に掌った主簿がいたことは注意されねばならない． こうして都善王の王権を支えた言わば中央政府

の官制は， 今のところ少なくとも王－オーグー主簿の系列が主軸ではなかったかと考えられる‐

　

なおここでオーグに関して 四コｏｍａｓ， ＢＵＵヒＴｏｗ 両氏が指摘された点について少し触れておきたい獅
． 両氏

が注意されたのは， オーグの官称号を帯びた人物が別に， クシャン朝初代の王クジュラカプサの名の一部ク

ジュラ （ｋ叫ｕｌａ） と同語とされるグシュラ （ｇｎｉｓｔ壮ａ） の称号を帯びる場合があったこと， あるいは都善国

の王子を指すと見られる力（一）ラ （ｋａｌａ， ｋａｌａ） の称号を帯びる場合があったこと等である． このことは

都善国でのオーグの宮称号が， クシャン朝以来の伝統を引く高貴の者， 或いは都善王の王子クラスに与えら

れる極めて高位の宮称号であったことを示しており， 上記の大臣格とする推定に正に合致するものである．

　

本文書の記述のよって分かることのもう一点， すなわちチャドータ （チャロータ） 地方の一村落アジヤマ

村の生産構造が牧畜と， そこから派生した繊維などの家内生産に基盤があり， それらの生産物を首都へ税物

として輸送していたということに関しては， 第２章の最後で述べた， チャドータ （チャロータ） から都善国

の首都までは， 直線距離にしても５００～６００脚はあった筈で， こうした税物の輸送はきわめて長距離に及ぶも

のであったこと， いわゆるシルク・ロードは基本的にはこうした言わば日常的な輸送・交通によって支えら

れていた筈だということを， ここで再度指摘しておきたい．

　

最後に， 本文書の第５～第６行目にかけての次のような文言について一言しておく．

　

また雨期に （ｖｚ辻ｓａｖａｓａｍ１ｎｉ）， 貴方等は （その） 王国から国中から？ （ｒａｊ数ａｊａｄｅ）， ワス達， アゲータ達， ヤト

マ達は， ここに４月に来るべきである． 税の義務の調査がある． 有る者は税を納め， 無い者は遠くに逐われるべきで

ある‐

若干文意が分かりにくい所もあるが， この記述によれば， 都善国では税の義務が果たされているかどう

かの調査は （翌年の） ４月に行われたことが分かる． 同種のことは， Ｎｏ．２１１文書の第４～第７行目にか

けても記されている帥
． なお同文書は文書の前半部分を記した下板Ｕｎｄｅｒｔａｂｌ．が失われており， 差出

人が不明の文書である．

［ｔｕ］ｏａ桜ａｔ嘘ｔｉ ｍａｈａｔｖａｓｉ． ａｖａｇａｊｅｎａｉｍａｄｅ ｈｅｍａ平ｔ印掌中ｉｐａｌ角 ｐｒａｃｅｙａｌｅｋｈａｖｉ８ａＧｉ］－

貴方はそこで第３の大人である．

　

機会によりここから冬に税に関して文書を私は（送った）‐

ｍｉ． ｔｄｔｉｂｈａｇａｄｅ ｅｋａ ｂｈａｇａ ｎａ ｐａｌ角ｉｓａ ｖｉ昼ａｊｉｄｅ８ｉ． ｙａｔｉａｌｌｕｎｏｂｈｕｙａ ｅｄａｐａｌ角

　

第３の部分から１つの部分の税をここに貴方は送っていない．

　

今さらにこの税を

ｎａ ｓｐｏｒａ ｌｓａ ａＰｄ９ｙａ中ｔｉ， ｎａ ｃｉｒｅｎａ ｔｕｏｉｎｉａ ｖｉｕｒｓａ ｖａｓａ平ｍｌｌｓａ ａｇａｍｌ￥ｙａ呈１‐

　

完全にここにもたらさないなら， 遠からず， 貴方はこの雨期にここに来るであろう．

ここでは４月とは記されていないが， 「雨期に （ｗ建ｓａｖａｓａｍｍｉ）」 の文言が同じであり， 具体的には４月

のことであろうと思われる． 少し解しにくい部分があってやはり分かりにくい部分があるが， 上の記述によ

れば， 恐らく秋前後の収穫以後， 徴税のことが行われ， 冬から翌年春へとそのことが継続され， 夏の４月

（雨期の初頭の月） に前年度の徴税に関して言わば全体的な調査が行われたものと見られる． 紀元３～４世

紀の内陸アジアの都善国では， 徴税と， そして恐らくそれと密接に関連する生業の一つのサイクルが， 夏４
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月を基準としていたことが窺われるのである．

注

｛１｝

　

ｖ．Ｍ．Ａ．Ｓｔｅｉｎ，加れ８７竹２０ｓＺＡ綿０，ｏｘｓｏｒｄ，１９２８，ｐ．１４７，

｛２） 劣りｆｄ，ｐ．１４９，

（３） 拙稿「カロシュティー文書ＮＱ５７１について」（『北海道教育大学紀要（第１部Ａ）』第４７巻第１号，１９９６年），１０１頁の注ＱＤ参

　

照．

（４｝

　

Ｓｔｅｉ聾 加れ窃ｒ７“ｏｓＩＡごＭ０，ｐ．１４９．

｛５） Ｅ‐Ｊ．Ｒａｐｓｏｎ ａｎｄＰ‐Ｓ．Ｎｏｂｌｅ，Ｋ九．ヱ．，ｍ，ｏｘｓｏｒｄ，１９２９，ｐｐ．２６８‐２６９‐

（６） Ｓｔｅｍ，蹴れｇｒｍｏｓｔＡ郡α，ｐ．１４９．

（７） チョーズポー （ｃｏｚｂｏ） を最初に 「主簿」 に比定したのは， 榎一雄氏である‐ 同氏 「中央アジア・オアシス都市国家の

　

性格」（初出１９７１年），『シルクロードの歴史から』（研文出版，１９７９年）所収，１４８頁を参照．

（８） ワス

　

６ａｓｕ‐） なるｔｉｔｌｅが， 税の徴収に関わったことについては，Ｔ，Ｂｔｌばてｏｗ，“膨 Ｌαれｇｉ幻ｇｇｏゾ云彰 にれα知ｓ肋ＩＤＯ伽ｍ鎚な

　

方ｍｍ Ｃ蹴れｇｓｅｒ“飛蘭放れ，Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，１９３７（小稿では 圧力‐Ｄ‐と略記する），ｐ．１２０， 及び拙稿 「カロシュティー文書ＮＱ５７１

　

について」１０８‐１０９頁を参照されたい‐

（９） ａもａｎａ－
‘村’ の語義については， 拙稿 「カロシュティー文書ＮＱ５７１について」１１０頁の注例を参照．

Ｑの

　

「毛織りの布（ｒａｊｉ，ｓａｆｉ？）」に関しては， 小稿の第３章を参照．

Ｑｐ

　

ｃゑｍｄ１飯ａｍｍａｍｔを の語義に関しては不明な点が多い． Ｈ‐Ｌａｄｅｒｓ氏は， Ｔｅｘ欄＝ｅｎｉｍ 風ｔｅｎＴＩ虹ｋｉｓｔａｎ，ＡＰ凶Ｗ，１９３６－

　

３
，ｐ．６．ｎ．２

　

にお いて， Ｈ‐Ｈ‐Ｓｃｈａｅｄｅｒ， Ｗ．Ｂ．Ｈｅ凹面ｇ両氏の見解と言われるｋａ口ｕｎａｍｔａと Ｎ．Ｐ‐ｋａ即Ｑａｎｄ
‘
ｎｏｏｓご

　

との

関連を見る説を掲げ， 一方 Ｆ．Ｗ．四ｂｏｍａｓ氏はＳｏｍｅ Ｎｏｔｅｓ ｏｎ ｔｈｅ 肋ａｒｏｓｔｈｉ Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ 食ｏｍ

　

Ｃｈｉｎｅｓｅ ＴＩ遁ｋｅｓｔａｍ，

Ａ０，濁は，１９３４，ｐ‐４６，ｎ．３において，ｃａｍｄ１１－ｋａｍｍａ平ｔａを ‘
ｍｏｏｍｉｇｈｔ－ｗｏｒ娩０ｇｓ

　

と解し ‘
ｊａｄｅ（玉）’ の意と推定された．

またＢｔ１ｎｏｗ氏は， にれ，刀．，ｐ，８９においてこの 四ｂｏｍａｓ氏の説を紹介しつつも，ｃａｍｄｄの語をＳｋｔ‐ｃａｎｄｒ軸にａ
‘（ｄｂｌｅｄ）

　

卯＝ｇｅｒ
’ と関連させ， ｋａ中ｍａ平ｔａに関しては上記の ＮＰ‐ｋａｍａｎｄ

‘
ｎｏｏｓｅ

’ 説を採られた‐ また， Ｈ．Ｗ．Ｂｍｌｅｙ氏は，

ＺＤ÷ＭＣ‐，９０－３，１９３６，ｐｐ．５７５‐５７６において， 囚ｂｏｔａｎ‐Ｓ紬【ａ語のｋａｍｍａｄｉに対応させ， 後者は ｋａｍＱｂａｌａ
‘ｄｅｃｋｅｎ（おおう

　

物）’ から作られていると解された． ただＢｍｌｅｙ氏の場合は後に語釈に少し変化があったようで， Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｏｆｌ紅ｂｏｔａｍ‐

　

Ｓｚ止ａ，
Ｃａｍｂｎｄｇｅ，

．１９７９， ではｋａｍｍａｄａ
‘償ｏｕｓｅｒｓ

’ との対応を指摘されている （ｐ．５８，ｋａｍｍａｄａ－）． なお Ｔ．Ｂｗｒｏｗ，

Ａ

　

ｒｍ那加≠あれｏず 肋８ 脇加川ぎ放ｉＤｏ伽伽ｅれ熔方７０ｍ

　

Ｃ膨れ鱒ｇ

　

７１“貿彰ｓねれ，一）ｎｄｏｎ，１９４０，ｐ‐１４３のＮＱ７１４文書の訳では，

ｃ
－ｍｄｄとｋａＬｍｍａｍｔａとは訳さないまま別個のものとして扱われている‐

　

私は以上のような諸説を考慮に入れると， 今のところｃｉｍｄｒｉに関してはＳｋｔ‐ｃ
－
ｎｄｒを

‘ｌｕＬｎａｒ
’ の派生語と解された 霞め

　

ｍａｓ氏の説が比較的妥当性があり， またｋａｍｍａ平ｔａについては， Ｂｉｕｌｅｙ氏の最初の説を条件付きながら考慮に入れて， 小

　

稿の訳読で示したように 「月光のような毛布？」 と訳した‐ この語については確定しにくい点が多い‐

圃

　

ｏｇｚｍａ‐に関しては， ＢＵ１ｎｏｗ，圧た‐Ｄ－，ｐ‐８１，ｏｇａｎａ－が，ＮＱ１５４文書ではミリマ （国道ｍａ）・キ （ｋｉｄ） などの容量単位で計

量されているので， ある種の農作物と推定しＴｏｃｈ．ｏｋｏ
‘６ｒｔｄゼ，ｏｋ鴛

‘
ｐｌａｎど

　

の語に関連づけられるとするが， 今は取ら

　

ない‐

Ｑ３｝

　

ｓｐｏｒａの語義については， Ｂｔ１ｎｏｗ，足れ．Ｄ．，ｐｐ．１３２，１３３，ｓｐ鑓ａ－，ｓｐｏｒを を参照‐

回

　

アゲータ （ａｇｅｔａ） に関してはＢｕｒｒｏｗ，Ｋゐ．Ｄ．ｐｐ．７１‐７２ が， ヤトマ （ｙａｔｍａ） と共に， 税の徴収と輸送に関連するｏ伍－

ｃ戯 と説明しているが， 大略としては承認される見解である‐

鰯

　

ウェーガ （もｅｇａ， 寡婦） の語義に関しては， 拙稿 「カロシュティー文書ＮＱ１６５について」，『北海道教育大学紀要 （第１部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　

３７



山

　

本

　

光

　

朗

　

Ａ）』第５２巻第１号，２００１年，１０４頁を参照‐

Ｑ６） キルメー （亙］ｌｍｅ） の語義の諸説とそれをめぐる問題については， 拙稿 「都善国に於けるキルメーチとダジャ ー カロシュ

　

ティー文書ＮＱ３３１とＮＱ３９の内容から・一 」，『内陸アジア研究』第１５巻，２０００年，９－１９頁を参照．

節

　

ヤトマ （ｙａｔｍａ） の解釈に関しては， 注側及びＢｔロＴｏｗ，Ｋゐ．Ｄ．ｐ．１１３，ｙａｔｍを を参考にされたい‐

鰯

　

糧食 （ｐａでｅｖそ江ａ） の語義については， 取り敢えずＢｕｕｒＴｏｗ，比九Ｄ．ｐ．１０２，ｐａさｅｖａｒ を参照‐

筋

　

ワス （もａｓｕ） なるｔｉｔｌｅが税の徴収等に関わるものであったことについては， Ｂｔｕｎｏｗ，此れＤ．，ｐ．１２０ 及び拙稿 「カロシュ

　

ティー文書ＮＱ５７１について」１０８‐１０９頁参照．

鍵

　

Ａ．Ｍ．Ｂｏｙｅｒ，Ｅ．Ｊ‐Ｒａｐｓｏｎ，Ｅ．Ｓｅｎａｑｔ，にた‐！．，１，０縦ｏｒｄ，１９２０，ｐｐ．１１５‐１１６．なお遺物番号は Ｎ．（Ｖ．）ｚｗ．１５１ である．

靭

　

拙稿 「カロシュティー文書ＮＱ１６５について」，１０６頁を参照‐

醐

　

同上，１００頁を参照されたい．

仰

　

同上，１０５頁を参照‐

㈲

　

同上，１０６頁‐

園

　

この点については， 拙稿「「寄田仰穀」考」，『史林』第６７巻６号，１９開年，４６４７頁を参照．

師

　

拙稿「「寄田仰穀」考」では主として中国史料を用いたが， 同様の趣旨がテーマとなっている．

鰯

　

拙稿 「カロシュティー文書ＮＱ１６５について」，１０１頁．

翻

　

ｖ．ＭｏｎｉｅｒＭｏｎｉｅｒ－Ｗａｌｉａｍｓ，Ｓた乙 肪．ｃｉｉｏ仰け，ｐ．３７８．

鋤

　

ｃｆＢ．監ａｒｌ算ｅｎ，Ｃｍｍｍα加 Ｓｅ肌．餌，（６ｒｓｔｐｕｂ互ｓｈｅｄｉｎｌ９４０，），Ｔａｉｐｅｉ，１９６６，Ｎｏｓ．９５ｇ，１２１ｄ，１９３をｃ，９７をｇ．

鋤

　

藤田豊八「楊及び疑髭凝疑につきて」，１９２５年，『東西交渉史・南海編』（１９４３年， 荻原星文館）所収，６２０頁．

靭

　

同上，６２１頁．

㈱

　

拙稿「八世紀以前のターリム盆地の毛織物生産について」，１９８０年，『東洋史研究』第３８巻４号，１０‐１９頁．

帥

　

藤田豊八「楊及び疑錠醗疑につきて」，６１７‐６２６頁を参照．

闘

　

同上，６２４頁．

帥

　

Ｂ．Ｌａｕｓｅｒ，Ｓ初企あり”にα，（６ｒｓｔｐｕｂ五ｓｈｅｄｉｎｌ９１９），Ｔａｉｐｅｉ，１９７３，ｐｐ．４９２‐４９３

聞・Ｍ．Ａ．Ｓｔｅｉ聾 ゑれ磯効ｉに加われ，０画ｏｒｄ，１９０７，ｐ．３６７．

岡

　

ＰＭ五 ｎａｍａｔ紬にａの訳語 ‘
ａ ｐｉｅｃｅｏｆ硯ｏｔ打

　

に関しては， Ｔ．Ｗ．Ｒ１ｂｙｓＤａｖｉｄｓａｌｌｄ Ｗ．Ｓｔｅｄｅ，旨口魔－ＥれｇＺ禽た Ｄた乙，１９７９，

　

ｐ．３４７を参照されたい‐

側

　

ｖ．Ｄ‐Ｎ．Ｍａｃｋｅｎ２ｄｅ，Ａ Ｃｏ７に禽８Ｈｚｚたね“ ＤたＺあれぬ７ｙ，○ｘｓｏｒｄ，１９７１，ｐ．５７，ｎａｍａ心

◎

　

ｖ．日．Ｌａｄｅｒｓ，
ＡＰ裏 ｗ．，ｐ．１４．

勘

　

榊亮三郎編『死蔵漢和四訳対校・翻訳名義大集』（初版，１９１６年），１９８１年， 国書刊行会版，５８６２ｎａーｍａｔａＬｈの項‐

触

　

拙稿「八世紀以前のターリム盆地の毛織物生産について」，７‐８頁．

闘

　

同上，１０‐２０頁参照．

卿

　

Ｓｔｅｉｎ，Ａれ微動Ｚ比跨ｏｚｏな ｐ‐３６７．

獅

　

Ｌａｄｅｒｓ，ＡＰ蝿Ｗ．，ｐ．１４．

鰯

　

ｉｂｉｄ．，ｐｐ‐１３‐１４．

鋤

　

ｃ

　

ｆＡ Ｍ．Ｂｏｙｅｒ，Ｅ．Ｊ．Ｒａｐｓｏｎ ａｎｄ Ｅ．Ｓｅｎａｑｔ，Ｋた．Ｚ．，韮，０縦ｏｒｄ，１９２７，ｐｐ．２１２‐２１３，ＮＱ５７５．

㈱

　

Ｌａｄｅｒｓ， ＡＰ呂Ｗ．，ｐｐ．２０‐２１． 比為．上，１，ｐ‐１３８，ＮＱ３８５‐

◎

　

カロシュティー文書ＮＱ８３については， Ｋた．Ｚ‐，１，ｐ．３１‐３２を参照．

獅

　

Ｌｔｉｄｅｒｓ，ＡＰ呂Ｗりｐ．２１，ｎ．２．

岡

　

劉ｂｏｍａｓ，Ｓｏｍｅ Ｎｏｔｅｓｏｎｔｈｅｋｈａｒｏｓｔｈｉ Ｄｏｃｕ□ｍｅｎｔｓ をｏｍ Ｃ扇山ｅｓｅＴ一鴫ｋｅｓｔａｍ，Ａ０，ＸＩ＝，１９３５，ｐ．７９，

３８



カロシュティー文書 ＮＱ７１４について

勘

　

▽．ＭａｃｋｅＰ血ｅ，Ａ ＣＯ粥おＢＲｏれ加ひも靴’αめ加７ｙ，ｐ．２１，きａｒｍ、

醐

　

ｖ‐瓦カユ，皿，ｌｎｄｅｘ ＶｅｒｂｏｒｕＬｍ，ｐ‐３７７，ｓｕｑａ‐‐

樋

　

拙稿「カロシュティー文書ＮＱ５８０について」『北海道教育大学紀要 （第１部Ａ）』第４８巻第１巻，１９９７年，９８頁， 及び同響

　

の注Ｑ３）を参照‐

鰯

　

ｖ．Ｋた．Ｌ Ｄ．ｐ．２２３，ＮＱ５９０‐

鰯

　

にた‐ヱ．，丑 ｐ‐１８２，ＮＱ５０５を見ると， ツゲーナンマ （Ｔｓｕｇｅｎａ平ｍａ） なる人物に与えられた食糧 （ｐａでｅｖａｒａ） の一つとして，

　

「５キ （ｋｍ） の ｍａｌ由」 のことが記されている （ｎ．２－４）．

師

　

ｃｆ Ｒ．Ｌ．野晒鴎ｅｒ，Ａ Ｃｃ欄ＰＱｍｚｉ“８α？ｍ Ｂ鰯”ｏＺｏ部創Ｚ硫．αめ細かｏず 肋８ＭゆαＺＩＬα健脚卵，Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅｚｍｄ Ｋｅｇをｍ Ｐａ山，

　

（６ｒｓｔｐｕｂｈｓｈｅｄｉｎｌ９３１），ｒｅｐｌｉＰｔｅｄｌ９８０，ｐ‐４８６，ｍａｋ′額．

醐

　

拙稿 「カロシュティー文書に見える漢人について」（『西南アジア研究』ＮＱ４８，１９９８年），２６‐２８頁， 同 「カロシュティー文書

　

ＮＱ１６５について」，１０６頁参照‐

欄

　

榎一雄 「中央アジア・オアシス都市国家の性格」，１４８頁‐

鰯

　

ｖ． 四１ｏｍａｓ，
Ａ０

，
幻ロ，ｐｐ‐５８‐５９，ＢｕαＴｏｗ，

踊れ‐Ｄ．ｐｐ．８０‐８１，ｏ罫ト

侮Ｄ

　

ｃｆ．にた‐Ｚ－，１，Ｐ‐８３，ＮＱ２１１．

（旭川校助教授）

３９


